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（※１）「①令和８年４月に大学生年代となる子」は、 

平成１９年４月２日から平成２０年４月１日生まれの児童を指します。 

 

（※２）「②令和８年３月に卒業予定の大学生年代の子」は、 

平成１６年４月２日から平成１９年４月１日生まれの児童を指します。 

現在、児童手当の多子加算（第３子以降）を
受給中である 

「➀令和８年４月に大学生年代となる子（※
１）」または「②令和８年３月に卒業予定の大
学生年代の子（※２）」がいる 

令和８年４月以降も、上記の対象児童を養育
ならびに経済的負担をする 

令和８年４月以降も、上記対象児童を含めて
養育している児童が３人以上いる 

手続き不要 

手続き必要 


